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後
漢
安
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の
親
政
と
外
戚
輔
政

渡

邉

将

智

は

じ

め

に

従
来
の
漢
代
政
治
史
研
究
で
は
、
武
帝

(
在
位
：
前
一
四
一
〜
前
八
七)

以
降
の
前
漢
の
皇
帝
た
ち
は
、
禁
中

(

皇
帝
の
生
活
空
間)

に

宿
衛
す
る
側
近
官
集
団
の

｢

内
朝｣

(

尚
書
台
・
侍
中
・
中
常
侍
な
ど)

を
用
い
て
統
治
し
、
そ
の
よ
う
な
皇
帝
と
側
近
官
の
関
係
が
後
漢

に
基
本
的
に
継
承
さ
れ
た
た
め
、
両
漢
代
で
は
外
戚
の
一
族
や
そ
の
与
党
が
側
近
官
に
任
官
し
て
専
権
を
振
る
っ
た
、
と
理
解
し
て
き

た

(

１)

。
し
か
し
、
前
漢
と
後
漢
で
は
政
治
制
度
の
構
造
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
後
漢
の
皇
帝
た
ち
は
、
武
帝
期
以
来
の
側
近
政
治
を
克
服
し
て
自
ら
の
支
配
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
、
従
来
は
外
戚

の
任
官
し
て
い
た
側
近
官
の
縮
小
再
編
成
を
建
国
以
来
進
め
て
き
た
。
そ
の
政
治
制
度
の
改
編
は
、
第
四
代
の
和
帝
劉
肇

(

在
位
：
八

八
〜
一
〇
五)

が
輔
政
者

(

政
策
案
の
作
成
と
審
議
を
担
当
す
る
官
の
任
官
者
の
う
ち
、
皇
帝
に
よ
る
統
治
を
輔
佐
す
る
役
割
で
あ
る

｢

輔
政｣

を
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委
ね
ら
れ
た
者)

の
地
位
に
あ
っ
た
外
戚
の
竇
氏

(

竇
太
后
の
一
族)

を
誅
滅
し
て
親
政
を
開
始
し
た
後
に
本
格
化
し
、
こ
の
結
果
、
禁

中
の
外
を
主
た
る
執
務
場
所
と
す
る
官

(

三
公
・
将
軍
・
九
卿
・
尚
書
台
な
ど)

を
中
心
に
、
諸
官
が
政
策
形
成

(

政
策
案
の
作
成
・
審
議
・

決
裁
お
よ
び
政
策
の
実
施)

と
文
書
伝
達

(

上
奏
文
な
ら
び
に
詔
の
伝
達)

を
分
掌
し
て
、
皇
帝
に
よ
る
統
治
を
輔
翼
す
る
政
治
制
度
が
形

成
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
外
戚
の
領
袖
は
輔
政
者
の
地
位
を
和
帝
期
以
降
も
引
き
続
き
与
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、
後
漢
に
お
け
る
政
治

制
度
の
改
編
は
、
側
近
官
を
廃
止
し
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
外
戚
・
宦
官
は
改
編
以
後
も
と
も
に
側

近
官
に
任
官
し
、
さ
ら
に
互
い
に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
政
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
制
度
を
大
幅
に

改
編
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
側
近
政
治
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
は
大
き
な
限
界
を
有

し
て
い
た

(

２)

。
す
る
と
、
当
時
の
皇
帝
支
配
体
制
は
、
諸
官
に
政
策
形
成
と
文
書
伝
達
を
分
掌
さ
せ
て
統
治
し
て
い
た
点
に
官
制
と
政
治

空
間
の
両
面
か
ら
見
た
特
色
が
あ
り
、
そ
の
支
配
体
制
が
弱
体
化
し
た
背
景
に
は�
政
治
制
度
の
改
編
の
不
徹
底�
と
い
う
制
度
的
な

問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、
和
帝
以
降
の
皇
帝
た
ち
は
、
和
帝
が
竇
氏
誅
滅
を
契
機
に
政
治
制
度
を
改
編
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
戚
に
再
び

輔
政
者
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
弱
体
化
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

従
来
の
後
漢
政
治
史
研
究
で
は
、
皇
太
后
が
幼
少
の
皇
帝
を
後
見
し
て
臨
朝
称
制
し
た
時
期
に
特
に
注
目
し
、
皇
太
后
が
外
戚
の
輔

佐
の
も
と
臨
朝
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
外
戚
が
専
権
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
、
皇
帝
支
配
体
制
が
弱
体
化
し
た
、
と
考
え
て
き
た

(

３)

。
つ
ま

り
、
先
学
は
皇
帝
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
招
い
た
政
治
史
的
な
問
題
を
、
外
戚
に
よ
る
国
政
へ
の
関
与
を
招
来
し
た�
皇
太
后
の
臨
朝�
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に
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
戚
が
国
政
に
関
与
し
た
時
期
は
皇
太
后
臨
朝
時
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
例

え
ば
第
六
代
の
安
帝
劉�(
在
位
：
一
〇
六
〜
一
二
五)

や
第
八
代
の
順
帝
劉
保

(

在
位
：
一
二
五
〜
一
四
四)

の
よ
う
に
、
皇
帝
が
親
政

時
に
外
戚
を
国
政
に
参
与
さ
せ
、
さ
ら
に

｢

輔
政｣

を
委
ね
る
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
招

い
た
政
治
史
的
な
問
題
は
、
皇
太
后
の
側
だ
け
で
は
な
く
、
皇
帝
の
側
に
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ

の
問
題
は
、
和
帝
以
降
の
皇
帝
た
ち
が
親
政
時
に
外
戚
輔
政
を
再
び
推
進
し
た
背
景
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
皇
帝
親
政
時
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
当
該
期
に
お
け
る
皇
帝
・

外
戚
・
宦
官
・
官
僚
の
四
者
の
関
係
を
重
点
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

(

４)

。

特
に
安
帝
は
、
和
帝
以
降
に
初
め
て
外
戚
を
国
政
に
参
与
さ
せ
て
親
政
し
た
皇
帝
で
、『

続
漢
書』

百
官
志
一
に
よ
れ
ば
、
そ
の
治

世
に
は
国
政
が

｢

衰
缺｣

し
た
と
い
う
(

５)
。
ま
た
彼
は
、
後
漢
に
お
い
て
傍
系
か
ら
帝
位
を
継
承
し
た
最
初
の
皇
帝
で
も
あ
っ
た

(

図
１

を
参
照)

。
そ
の
安
帝
の
帝
位
継
承
を
、
官
僚
た
ち
は
如
何
に
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
安
帝
親
政
時
の
支
配
体
制
は
、

官
僚
た
ち
の
評
価
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
諸
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
帝
が
外

戚
輔
政
を
再
び
推
進
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
招
い
た
政
治
史
的
な
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
和
帝
期
以
降
に
支
配
体
制
の
限
界
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表
面
化
し
て
き
た
の
か
を
検
証
し
て
い
く
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
一
端
を
政
治
史
の
面
か
ら
検
証
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
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図１ 後漢劉氏 [①～⑭は帝位継承順]
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一
、
両
漢
代
に
お
け
る
帝
位
継
承
と
傍
系

程
維
栄
氏
に
よ
れ
ば
、
前
近
代
中
国
で
は
一
般
的
に
、
皇
帝
崩
御
時
に
子
と
孫
が
と
も
に
お
ら
ず
継
嗣
が
絶
え
た
場
合
に
は
、
兄
弟

ま
た
は
甥
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た

(

６)

。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
帝
位
継
承
の
あ
り
方
は
各
王
朝
に
て
詳
細
が
異
な
っ
て
お

り
、
三
田
辰
彦
氏
に
よ
る
と
、
例
え
ば
東
晋

(

三
一
七
〜
四
二
〇)

で
は
皇
帝
の
弟
を
あ
ら
か
じ
め
琅
邪
王
に
封
侯
し
、
も
し
皇
帝
の
崩

御
あ
る
い
は
皇
太
子
の
死
亡
に
よ
り
継
嗣
が
絶
え
た
場
合
に
は
琅
邪
王
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た

(

７)

。

そ
れ
で
は
、
両
漢
代
で
は
皇
帝
の
継
嗣
が
絶
え
た
場
合
に
、
帝
位
を
誰
に
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
せ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
ま
で
の
漢
代
史
研
究
で
は
、
皇
帝
の
即
位
儀
礼
の
内
容
を
主
に
検
証
し
て
き
た
が

(

８)

、
右
の
よ
う
な
帝
位
継
承
の
問
題
に
つ

い
て
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

９)

。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
系
の

安
帝
の
帝
位
継
承
に
対
す
る
官
僚
た
ち
の
評
価
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
両
漢
代
に
お
い
て
皇
帝
の
継
嗣
が
絶
え
た
場
合
の
帝
位
継
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
後
漢
の
順
帝
は

第
七
代
の
劉
懿

(

在
位
：
一
二
五)

の
継
嗣
が
絶
え
た
後
に
政
変
を
起
こ
し
て
帝
位
を
継
承
し
た
が
、
こ
れ
は
特
殊
な
事
例
で
あ
る
た

め
検
討
の
対
象
に
は
含
め
な
い
。

後
漢
の
永
康
元
年

(

一
六
七)

、
第
一
一
代
の
桓
帝
劉
志

(

在
位
：
一
四
六
〜
一
六
七)

が
崩
御
し
た
。
桓
帝
は
皇
子
に
恵
ま
れ
ず
、
こ

の
当
時
存
命
で
あ
っ
た
弟
の
勃
海
王
劉�
は
、
す
で
に
延
熹
八
年

(

一
六
五)

に
謀
反
の
罪
で
処
罰
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
竇
太

后

(

桓
帝
の
皇
后)

は
傍
系
の
解�
亭
侯
劉
宏

(

解�
亭
侯
劉
萇
の
子
で
、
桓
帝
の
子
の
世
代)

に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。
こ
れ
が
第
一
二
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代
の
霊
帝

(

在
位
：
一
六
八
〜
一
八
九)

で
あ
る
。

『
後
漢
紀』

巻
二
二
桓
帝
紀
下
・
永
康
元
年
条
に
よ
れ
ば
、
竇
太
后
は
劉
宏
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
詔

を
下
し
た

(�)
。

大
行
皇
帝
は�
、
天
地
に
配
し
て
、
光
、
上
下
を
照
ら
す
も
、
胤
嗣
の
祚
を
獲
ず
、
早
に
萬
國
を
棄
つ
。�
、
憂
心
摧
傷
し
て
、

前
代
の
法
を�
覽
す
る
に
、
王
后
は�
無
け
れ
ば�
ち
賢
を
擇
ぶ
。
六
親
、�
を
考
し
て
才
を
叙
す
る
に
、
解�
亭
侯

(

劉)

宏

に
若
く
は
莫
く
、
年
十
有
二
に
し
て
、
嶷
然
と
し
て
周
成
の
質
有
り
。
春
秋
の
義
に
、｢

人
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
る｣

と
。
其
れ
宏
を
以
て
大
行
皇
帝
の
嗣
と
爲
さ
ん
。

竇
太
后
は

｢

春
秋
の
義｣

を
論
拠
と
し
て
劉
宏
を

｢

大
行
皇
帝
の
嗣｣

、
つ
ま
り
桓
帝
の
継
嗣
と
定
め
た
。

右
の

｢

春
秋
の
義｣

の
出
典
は

『

春
秋
公
羊
伝』

成
公
十
五
年
の
伝
文
で
あ
る
。
魯
の
公
孫
帰
父
は
父
の
仲
遂
が
生
前
に
犯
し
た
罪

を
咎
め
ら
れ
て
、
実
子
の
子
家
覊
を
含
む
家
族
と
と
も
に
放
逐
さ
れ
、
そ
こ
で
公
孫
帰
父
の
弟
の
公
孫
嬰
斉
が
位
を
継
承
し
た
。
こ
の

公
孫
嬰
斉
を
成
公
十
五
年
の
経
文
で
は

｢

仲
嬰
齊｣
と
表
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
父
子
間
で
の
継
承
を
原
則
と
す
る
今
文
学
説
で
は
、

右
の
よ
う
な
兄
弟
間
で
の
継
承
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
成
公
十
五
年
の
伝
文
は
、
経
文
に
お
い
て
公
孫
嬰
斉
を

｢

仲
嬰
齊｣

と
表
記
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)
。

公
孫
嬰
齊
は
、
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を

｢

仲
嬰
齊｣

と
謂
う
。
兄
の
後
と
爲
れ
ば
な
り
。
兄
の
後
と
爲
ら
ば
、
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を

｢

仲
嬰
齊｣

と
謂
う
。
人
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
る
な
り
。
人
の
後
と
爲
る�
、
其
の
子
と
爲
ら
ば
、
則
ち
其
れ
を

｢

仲｣

と
稱
す
る
は
何
ぞ
や
。
孫
は
王
父
の
字
を
以
て
氏
と
爲
す
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
嬰
齊
は
孰
れ
の
後
か
。
歸
父
な
り
。
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公
孫
嬰
斉
は
、｢

某
者
の
継
嗣
と
な
っ
た
者
は
そ
の
子
と
な
る｣

と
い
う
傍
線
部
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
兄

(

公
孫
帰
父)

の�
子�

に
擬
制
さ
れ
る
と
同
時
に
、
父

(

仲
遂)

の�
孫�
に
擬
制
さ
れ
た
上
で
、
位
を
継
承
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
父
子
間
の
世
代
関
係
を

乱
し
た
た
め
、
経
文
で
は

｢

孫
は
祖
父
の
字
を
氏
と
す
る｣

と
い
う
波
線
部
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
公
孫
嬰
斉
を

｢

仲
嬰
齊｣

と

表
記
し
、
兄
弟
間
で
の
継
承
を
批
判
し
た

(�)
、
と
。
す
る
と
、
右
の
伝
文
の
傍
線
部
は

｢

某
者
と
傍
系
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
た
上

で
傍
系
に
君
位
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
し
得
る
も
の｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
竇
太
后
は
成
公
十
五
年
の
伝
文
を
論

拠
と
し
て
桓
帝
と
傍
系
の
劉
宏
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劉
宏
を

｢

大
行
皇
帝
の
嗣｣

と
定
め
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
崩
御
し
た
皇
帝
と
そ
の
子
の
世
代
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
と
同
じ
手
順
で
帝
位
を
継
承
し
た
実
例
と
し
て
、
第
一
〇
代
の
質
帝
劉
纉

(

在
位
：
一
四
五
〜
一
四
六)

の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
永
憙
元
年

(

一
四
五)

、
順
帝
の
庶
長
子

(

妾
腹
の
子
で
あ
る
庶
子
の
う
ち
最
年
長
者)

た
る
第
九
代
の
冲
帝
劉
炳

(

在
位
：
一

四
四
〜
一
四
五)

が
三
歳
で
崩
御
し
た
。
当
然
、
冲
帝
に
は
皇
子
が
お
ら
ず
、
ま
た
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
た
め
、
梁
太
后

(

順
帝
の
皇
后)

は
傍
系
の
建
平
侯
劉
纉

(

勃
海
王
劉
鴻
の
子
で
、
順
帝
の
子
の
世
代)

に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。

『

後
漢
紀』

巻
二
〇
質
帝
紀
・
永
憙
元
年
条
所
載
の
梁
太
后
の
詔
に

先
帝
は
早
に
天
下
を
棄
て
、
胤
嗣
、
幼
沖
な
れ
ど
も
、
何
ぞ
悟
る
こ
と
倉
卒
に
し
て
、
仍
ち
不�
に�
う
。
惟
う
に
太
后
は
之
を

定
む
。
人�
の
誠
を
考
う
る
に
、
唯
だ
建�
侯

(

劉)

續
の
み
幼
く
し
て
岐
嶷
に
し
て
、
師
傅
、
煩
わ
ず
、
年
已
に
八
歳
に
し
て
、

克よ

く
之
を
昌
化
し
、
體
貌
を
形
す
。
春
秋
の
義
に
、｢

人
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
る｣

と
。
其
れ
續
を
以
て
孝
順
皇
帝
の

嗣
と
爲
さ
ん
。

後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政
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と
あ
る
よ
う
に

(�)
、
梁
太
后
は
成
公
十
五
年
の
伝
文
を
論
拠
と
し
て
順
帝
と
傍
系
の
劉
纉
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

劉
纉
を

｢

孝
順
皇
帝
の
嗣｣

、
つ
ま
り
順
帝
の
継
嗣
と
定
め
た
。
こ
こ
で
は
、
崩
御
し
た
皇
帝
の
父
と
そ
の
子
の
世
代
の
間
で
父
子
関

係
を
擬
制
し
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、
延
光
四
年

(

一
二
五)

に
劉
懿
が
皇
子
に
恵
ま
れ
ず
に
崩
御
し
た
後
に
は
、
閻
太
后

(

安
帝
の
皇
后)

ら
が
劉
懿
の
兄
弟
に

あ
た
る
済
北
王
劉
寿
の
子

(

劉
寿
は
す
で
に
永
寧
元
年
に
薨
去)

、
ま
た
は
傍
系
に
あ
た
る
河
間
王
劉
開
の
王
子

(

劉
懿
と
同
世
代)

の
な
か

か
ら
劉
懿
の
継
嗣
を
定
め
よ
う
と
し
た
。
劉
懿
の
兄
弟
は
先
述
の
劉�
の
よ
う
に
罪
を
犯
し
て
は
お
ら
ず
、
素
行
に
も
問
題
は
無
か
っ

た
。
す
る
と
、
後
漢
に
お
い
て
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟

(

帝
位
継
承
者
と
し
て
適
当
な
者)

が
存
命
の
場
合
に
は
、
皇
帝
の
兄
弟
と
傍
系

(

皇
帝
の
子
の
世
代
、
ま
た
は
皇
帝
の
父
の
子
の
世
代)

が
と
も
に
帝
位
継
承
の
候
補
者
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
前
漢
に
お
い
て
も
皇
帝
の
継
嗣
が
絶
え
た
場
合
に
は
、
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
漢
の
成
帝

(

在
位
：
前
三
三
〜
前
七)

は
皇
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
傍
系
の
定
陶
王
劉
欣

(

定
陶
王
劉
康
の
子
で
、
成
帝
の
甥)

を
皇
太
子
に
冊
立
し
た
。
こ
れ
が
後
の
哀
帝

(

在
位
：
前
七
〜
前
一)

で
あ
る
。
哀
帝
に
は
皇
子
・
兄
弟
が
と
も
に
い
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
崩
御
後
に
元
后

(

王
太
后
。
元
帝
の
皇
后)

は
、『

漢
書』
巻
九
九
王
莽
伝
上
に

(

王)

太
后
、(

王)�
を
拜
し
て
大
司
馬
と
爲
し
、
與
に
嗣
を
立
つ
る
こ
と
を
議
す
。
…
…�
、(

王)

舜
を
以
て
車
騎
將
軍
と
爲

し
、
中
山
王
を�
え
て
成
帝
の
後
を
奉
ぜ
し
め
ん
こ
と
を
白
す
。
是
れ
孝�
皇
帝
た
り
。

と
あ
る
ご
と
く

(�)

、
傍
系
の
中
山
王
劉�(
中
山
王
劉
興
の
子
で
、
成
帝
の
甥)
に

｢

成
帝
の
後
を
奉｣

じ
る
形
で
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。

こ
れ
が
平
帝

(

在
位
：
前
一
〜
後
五)

で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
前
漢
に
お
い
て
も
皇
帝
崩
御
時
に
皇
子
・
兄
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弟
が
と
も
に
い
な
い
場
合
に
は
傍
系

(

こ
こ
で
は
皇
帝
の
父
の
子
の
世
代)

に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
元
后
が
何
を
論
拠
と
し

て
劉�
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
の
か
は
史
書
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
前
漢
に
お
い
て
は
何
を
論
拠
と
し
て
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
劉

賀

(

昌
邑
王
劉�
の
子
で
、
昭
帝
の
甥
。
在
位
：
前
七
四)

の
帝
位
継
承
と
劉
欣
の
皇
太
子
冊
立
の
事
例
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

劉
賀
の
事
例
は
、
先
に
確
認
し
た
後
漢
の
霊
帝
の
事
例
と
同
じ
く
、
皇
帝
崩
御
時
に
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟
も
帝
位
継
承
者
と
し
て
不

適
当
な
場
合
に
、
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
元
平
元
年

(

前
七
四)

、
昭
帝

(

在
位
：
前
八
七
〜
前
七
四)

が
皇
子
に
恵

ま
れ
ず
に
崩
御
す
る
と
、
臣
下
た
ち
は
そ
の
兄
で
あ
る
広
陵
王
劉
胥
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
大
将
軍
霍
光
が
劉

胥
の
素
行
の
不
良
を
理
由
に
反
対
し
た
た
め
、
臣
下
た
ち
は
傍
系
の
昌
邑
王
劉
賀
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た

(�)

。

『

漢
書』

巻
六
八
霍
光
伝
に
は
、
霍
光
や
丞
相
楊
敞
が
上
官
太
后

(

昭
帝
の
皇
后)

に
劉
賀
の
廃
位
を
請
願
し
た
際
の
上
奏
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
劉
賀
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)

。

孝
昭
皇
帝
は
早
に
天
下
を
棄
て
、
嗣
亡
し
。
臣

(
楊)

敞
等
、
議
す
ら
く
、｢

禮
に
曰
く
、｢

人
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
る

な
り｣

と
。
昌
邑
王
、
宜
し
く
後
を
嗣
ぐ
べ
し｣
と
。

霍
光
ら
は

｢

禮｣

を
論
拠
と
し
て
昭
帝
と
傍
系

(

こ
こ
で
は
皇
帝
の
子
の
世
代)

の
劉
賀
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

劉
賀
に
昭
帝
の

｢

後
を
嗣｣

が
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
の

｢

禮｣
が
前
掲

『

春
秋
公
羊
伝』

成
公
十
五
年
の
伝
文
と
同
文
で
あ
る
こ

と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

他
方
、
綏
和
元
年

(

前
八)

、
成
帝
は
皇
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
弟
の
中
山
王
劉
興
と
傍
系
の
定
陶
王
劉
欣
の
い
ず
れ
か
を

後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政
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継
嗣
と
定
め
よ
う
と
し
た
。『

漢
書』

巻
八
一
孔
光
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
王
根
ら
は

定
陶
王
は
、(

成)

帝
の
弟
の
子
な
り
。
禮
に
曰
く
、｢

昆
弟
の
子
は�
お
子
の
ご
と
く
、
其
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
る
な

り｣
と
。
定
陶
王
、
宜
し
く
嗣
と
爲
る
べ
し
。

と
述
べ

(�)
、｢

禮｣
を
論
拠
と
し
て
劉
欣
を

｢

嗣｣

、
つ
ま
り
成
帝
の
継
嗣
に
推
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
孔
光
は
、『

尚
書』

盤
庚
篇
に
見

え
る
、
殷
の
盤
庚
が
兄
の
陽
甲
か
ら
君
位
を
継
承
し
た
事
例
を
論
拠
と
し
て
劉
興
を
推
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
成
帝
は
趙
皇
后
ら
の
言
に

従
い
、
劉
欣
を
皇
太
子
に
冊
立
し
た
。

藤
川
正
数
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
孔
光
が
古
文
礼
説
に
基
づ
い
て
皇
帝
の
兄
弟
を
継
嗣
に
推
し
た
の
に
対
し
て
、
王
根
ら
は
今
文
礼

説
に
基
づ
い
て
傍
系
を
継
嗣
に
推
し
た

(�)
。
そ
の
論
拠
と
し
て
王
根
ら
が
引
用
し
た

｢

禮｣

の
点
線
部
は
今
文
経
の

『

礼
記』

檀
弓
篇
上

に

喪
服
は
、
兄
弟
の
子
は�
お
子
の
ご
と
き
な
り
。
葢
し
引
き
て
之
を�
む
る
な
り
。

と
あ
る
点
線
部
と

(�)
同
内
容
で
、
傍
線
部
は
成
公
十
五
年
の
伝
文
と
同
内
容
で
あ
る
。
檀
弓
篇
の
点
線
部
で
は

｢(

服
喪
の
際
に
は)

兄
弟

の
子
を
自
分
の
子
と
同
等
に
扱
う｣

と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は

｢

某
者
と
そ
の
甥
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
得

る
も
の｣

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
王
根
ら
は
、
今
文
礼
説
を
論
拠
と
し
て
成
帝
と
傍
系

(

こ
こ
で
は
皇
帝
の
子
の
世
代)

の
劉
欣
の
間
で
父

子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劉
欣
を
成
帝
の

｢

嗣｣

と
定
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
傍
系
を
継
嗣
と
定
め
る
た

め
の
論
拠
と
し
て
今
文
礼
説
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

後
漢
に
お
い
て
は
、
今
文
経
の

『

春
秋
公
羊
伝』

成
公
十
五
年
の
伝
文
が
右
の
今
文
礼
説
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
す
る
と
、
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両
漢
代
を
通
じ
て
今
文
学
説
が
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
後
漢
で
は
主
に
成

公
十
五
年
の
伝
文
を
論
拠
と
し
て
用
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
前
漢
で
は
論
拠
と
な
る
今
文
経
が
具
体
的
に
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
劉
興
は
先
述
の
劉
賀
と
は
異
な
り
素
行
に
問
題
が
無
く
、
そ
の
た
め
成
帝
期
に
は
右
の
よ
う
に
兄
弟
と
傍
系
の
い
ず
れ
を
継

嗣
と
定
め
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
生
じ
た
。
こ
れ
よ
り
、
前
漢
に
お
い
て
も
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟

(

帝
位
継
承
者
と
し
て
適

当
な
者)

が
存
命
の
場
合
に
は
、
皇
帝
の
兄
弟
と
傍
系

(

皇
帝
の
子
の
世
代
、
ま
た
は
皇
帝
の
父
の
子
の
世
代)

が
と
も
に
帝
位
継
承
の
候

補
者
と
み
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
漢
代
に
お
い
て
皇
帝
崩
御
時
に
皇
子
・
兄
弟
が
と
も
に
い
な
い
場
合
、
も
し
く
は
皇
子
が
お
ら
ず
兄
弟
も
帝
位

継
承
者
と
し
て
不
適
当
な
場
合
に
は
基
本
的
に
、
今
文
学
説
を
論
拠
と
し
て
皇
帝
と
傍
系

(

皇
帝
の
子
の
世
代)

の
間
ま
た
は
皇
帝
の
父

と
傍
系

(

皇
帝
の
父
の
子
の
世
代)

の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
た
上
で
、
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
て
い
た
。

二
、
安
帝
の
帝
位
継
承
と
そ
の
正
統
性

(

一)

殤
帝
の
帝
位
継
承
と
皇
子
劉
勝

安
帝
の
帝
位
継
承
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
そ
の
先
代
に
あ
た
る
第
五
代
の
殤
帝
劉
隆

(

在
位
：
一
〇
五
〜
一
〇
六)

の
帝
位

継
承
を
官
僚
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

和
帝
は
竇
氏
誅
滅
後
に
政
治
制
度
を
改
編
し
、
三
公
・
九
卿
の
輔
佐
を
受
け
て
統
治
し
た

(�)
。
し
か
し
、
元
興
元
年

(

一
〇
五)

一
二

月
辛
未
に
和
帝
が
二
七
歳
で
崩
御
す
る
と
、�
皇
后

(

和
帝
の
皇
后)

は
、
和
帝
の
末
子
で
生
後
百
日
あ
ま
り
の
劉
隆
を
皇
太
子
に
冊
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立
し
た
。
そ
し
て
即
日
、
劉
隆
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
て
、
自
ら
は
皇
太
后
と
し
て
臨
朝
し
た

(

前
掲
の
図
１
を
参
照)

。

�
太
后
は
、
兄
で
あ
る
虎
賁
中
郎
将��
を
車
騎
将
軍
に
昇
進
さ
せ
て
輔
政
者
と
し
、
そ
の
弟
で
あ
る�
弘
・��
を
侍
中
に
任
命

し
た
。
後
漢
の
将
軍
は
、｢

輔
政｣

を
本
来
的
に
担
っ
て
い
た
三
公
と
同
じ
く
、
政
策
案
の
作
成
と
審
議
に
中
心
的
に
参
加
し
て
お
り
、

そ
こ
で�
太
后
は
外
戚
の
領
袖
を
将
軍
に
昇
進
さ
せ
て

｢

輔
政｣

を
委
ね
た
。
他
方
、
侍
中
・
中
常
侍
の
任
官
者
は
、
和
帝
に
よ
る
竇

氏
誅
滅
以
前
に
は
禁
中
に
宿
衛
し
、
口
頭
で
の
進
言
を
通
じ
て
、
皇
帝
が
禁
中
に
お
い
て
下
す
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で

き
た
。
竇
氏
誅
滅
後
、
侍
中
は
禁
中
で
の
宿
衛
を
禁
止
さ
れ
て
そ
こ
へ
の
出
入
の
み
を
許
さ
れ
、
中
常
侍
は
宦
官
専
任
の
官
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
ら
の
官
の
任
官
者
は
、
こ
れ
以
降
も
引
き
続
き
禁
中
に
お
い
て
皇
帝
の
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
後
漢
に
お
け
る
政
治
制
度
の
改
編
は
、
側
近
官
を
廃
止
し
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、�

太
后
は
当
該
の
政
治
制
度
を
再
び
改
編
す
る
こ
と
な
く
、
外
戚
の
一
族
を
側
近
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼

女
は
、��
と
そ
の
兄
弟
に
対
し
て
、
禁
中
に
長
期
間
滞
在
す
る
こ
と
を
特
別
に
許
可
し
た

(�)
。

そ
の
一
方
で�
太
后
は
、
張
禹
・
徐
防
・
陳
寵
・
魯
恭
ら
、
和
帝
親
政
時
に
地
方
行
政
政
策

(

地
方
を
対
象
と
し
た
災
害
対
策
や
地
方

長
官
の
不
正
取
締
り
を
内
容
と
す
る
も
の)

の
実
施
を
輔
佐
し
た
官
僚
た
ち
を
三
公
・
九
卿
な
ど
に
任
用
し
て
、
当
該
の
政
策
を
継
続
し

よ
う
と
し
た

(�)
。
と
り
わ
け
、『

後
漢
書』

巻
四
殤
帝
紀
・
延
平
元
年
条
に

春
正
月
辛
卯
、
太
尉
張
禹
を
太
傅
と
爲
し
、
司
徒
徐
防
を
太
尉
と
爲
し
、�
書
の
事
を
參�
せ
し
め
、
百
官
、
己
を
總
べ
て
以
て

聽
か
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に

(�)

、�
太
后
は
太
傅
張
禹
と
太
尉
徐
防
に

｢�
書
の
事
を
參�｣
さ
せ
て
、
彼
ら
を
国
政
の
主
導
者

(

官
僚
機
構
を
統
率
し

東

洋

学

報

第
九
十
三
巻

12

三
七
八



て
国
政
を
総
覧
す
る
者)

と
し
て
位
置
づ
け
た

(�)
。

こ
の
よ
う
に
、
殤
帝
期
の�
太
后
は
、
和
帝
期
頃
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
政
治
制
度
を
維
持
し
、
太
傅
・
三
公
の
主
導
の
も
と
外
戚
に

｢

輔
政｣
を
委
ね
て
、
和
帝
期
以
来
の
政
策
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。
か
か
る�
太
后
の
臨
朝
は
、
外
戚
輔
政
に
基
づ
い
て
い
た
点
に

お
い
て
、
和
帝
期
に
お
け
る
竇
太
后

(

章
帝
の
皇
后)

の
臨
朝
と
共
通
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
竇
太
后
は
太
傅�
彪
に

｢�
書
の
事

を�す｣

べ
さ
せ
て
、
彼
を
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
第
三
代
の
章
帝
劉�旦(

和
帝
の
父
。
在
位
：
七
五
〜
八
八)

の
遺
詔
を
受
け
た
大
将
軍
竇
憲

(

竇
太
后
の
兄)

を
輔
政
者
と
し
、
そ
の
一
族
を
侍
中
・
中
常
侍
に
任
命
し
た

(�)

。
し
か
し
、�
太
后
の

臨
朝
は
、
竇
太
后
の
臨
朝
に
倣
い
な
が
ら
も
、
和
帝
期
以
来
の
政
治
制
度
と
政
策
を
基
本
的
に
継
承
し
た
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
官
僚
た
ち
の
多
く
は
、
こ
の
点
を
支
持
し
て
、�
太
后
の
臨
朝
に
協
力
し
た
の
で
あ
る

(�)

。

和
帝
が
崩
御
し
た
時
、
彼
の
長
子
で
劉
隆
の
兄
た
る
劉
勝
も
存
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、�
太
后
は
劉
勝
が
持
病
を
患
っ
て
い
る
こ

と
を
理
由
に
、
彼
を
皇
太
子
に
冊
立
せ
ず
、
殤
帝
の
帝
位
継
承
後
の
延
平
元
年

(

一
〇
六)

正
月
に
平
原
王
に
封
じ
た
。
た
だ
し
、
和

帝
崩
御
当
時
、
官
僚
た
ち
の
間
に
劉
勝
を
擁
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
起
こ
ら
ず
、
そ
の
後
も
彼
ら
は
殤
帝
の
帝
位
継
承
に
対
し
て
批

判
を
加
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
和
帝
の
皇
太
子
と
し
て
帝
位
を
継
承
し
た
殤
帝
に
は
、
そ
の
正
統
性
に
何
ら
問
題
が
無
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
僚
た
ち
の
多
く
は�
太
后
の
臨
朝
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
後
見
を
受
け
た
殤
帝
の
帝

位
継
承
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
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(

二)

安
帝
の
帝
位
継
承
と
平
原
王
劉
勝

延
平
元
年
八
月
辛
亥
、
殤
帝
が
二
歳
で
崩
御
し
た
。
当
然
、
殤
帝
に
は
皇
子
が
お
ら
ず
、
そ
こ
で�
太
后
は��
と
と
も
に
殤
帝
の

継
嗣
を
定
め
、
傍
系
で
一
三
歳
の
劉�(
清
河
王
劉
慶
の
子
で
、
和
帝
の
甥)

の
擁
立
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
夜
に
劉�
を

長
安
侯
に
封
じ
、
二
日
後
の
八
月
癸
丑
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
て
、
自
ら
は
引
き
続
き
臨
朝
し
た
。
こ
の
劉�
が
安
帝
で
あ
る

(

前
掲
の

図
１
を
参
照)

。

安
帝
の
帝
位
継
承
後
、�
太
后
は��
ら
を
禁
中
か
ら
退
出
さ
せ
た
も
の
の
、��
を
殤
帝
期
か
ら
引
き
続
き
輔
政
者
と
し
、
永
初

二
年

(

一
〇
八)

に
は
彼
を
大
将
軍
に
昇
進
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
子
た
る�
鳳
を
侍
中
に
任
命
し
た

(�)

。
同
四
年

(

一
一
〇)

、��
と
そ

の
兄
弟
は
、
母
で
あ
る
新
野
君
の
喪
に
服
す
た
め
に
大
将
軍
や
侍
中
を
辞
任
し
た
が
、�
太
后
は
喪
が
明
け
た
後
、
三
公
に
次
ぐ
位
次

を��
に
与
え
て
、
彼
を

｢

大
議｣
(

皇
帝
臨
席
の
も
と
百
官
を
招
集
し
て
行
わ
れ
る
集
議)

に
参
加
さ
せ
た

(�)

。

ま
た
、�
太
后
は
、
殤
帝
期
か
ら
引
き
続
き
、
太
傅
張
禹
・
太
尉
徐
防
を
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
さ
ら
に
、
和
帝
期
・

殤
帝
期
と
同
じ
く
、
魯
恭
や
そ
の
故
吏
で
あ
る
李�
・
張
晧
ら
を
三
公
・
九
卿
に
任
命
し
て
、
和
帝
期
以
来
の
地
方
行
政
政
策
を
継
続

し
よ
う
と
し
た

(�)
。��
列
伝
に
よ
れ
ば
、��
も
大
将
軍
在
官
時
に
は
、
倹
約
の
奨
励
や
力
役
の
免
除
な
ど
の
政
策
を
立
案
・
実
施
す

る
と
と
も
に
、
人
材
の
推
挙
・
任
用
に
努
め
た
。
こ
の
よ
う
な��
に
よ
る

｢

輔
政｣

に
対
し
て
、
当
時
の
官
僚
た
ち
の
多
く
は
批
判

を
加
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
協
力
的
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
官
僚
た
ち
の
な
か
に
は
、��
に
推
挙
・
任
用
さ
れ
た
李�
・
楊
震
・

朱
寵
・
陳
禅
ら
や
、
羌
人
の
侵
攻
に
際
し
て��
と
と
も
に
涼
州
の
放
棄
を
推
進
し
た�
参
、
自
然
災
害
や
災
異
の
発
生
し
た
郡
国
の

貧
民
に
衣
食
を
施
す
よ
う�
太
后
に
進
言
し
た
樊
準
な
ど
が
い
た

(�)
。
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こ
の
よ
う
に
、�
太
后
は
安
帝
期
に
お
い
て
も
従
前
の
政
治
制
度
を
維
持
し
、
太
傅
・
三
公
の
主
導
の
も
と
外
戚
に

｢

輔
政｣

を
委

ね
て
、
和
帝
期
以
来
の
政
策
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
永
初
元
年

(

一
〇
七)

、
司
空
周
章
ら
は�
太
后
が
殤
帝
の
兄
で
あ

る
平
原
王
劉
勝
を
擁
立
し
な
か
っ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
き
、
安
帝
の
廃
位
を
画
策
し
た
。
す
な
わ
ち
、
和
帝
崩
御
後
、�
太
后
は
劉
勝

が
持
病
を
患
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
、
彼
を
帝
位
継
承
者
と
し
て
不
適
当
と
み
な
し
た
が
、
そ
の
主
張
が
偽
り
で
あ
っ
た
た
め
、
官
僚

た
ち
は
殤
帝
崩
御
後
に
劉
勝
を
支
持
し
た
。
と
こ
ろ
が
、�
太
后
は
自
分
の
影
響
力
を
保
持
す
る
た
め
に
、
劉�
に
帝
位
を
継
承
さ
せ

た
。
周
章
は
官
僚
た
ち
が
内
心
で
は
安
帝
の
帝
位
継
承
を
支
持
し
て
い
な
い
こ
と
を
背
景
に
、
安
帝
・�
太
后
の
廃
位
と
劉
勝
の
擁
立
、

お
よ
び��
ら
の
誅
殺
を
画
策
し
た
も
の
の
、
計
画
が
発
覚
し
て
策
免
さ
れ
、
自
殺
し
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
上
谷
浩
一
氏
は
、�
氏
が
国
政
に
関
与
し
た
こ
と
に
対
す
る
官
僚
た
ち
の
反
発
が
表
面
化
し
た
も
の
、
と
み
な

し
て
い
る

(�)
。
し
か
し
、
周
章
の
計
画
が
安
帝
の
廃
位
と
劉
勝
の
擁
立
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
む
し

ろ
こ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
安
帝
の
帝
位
継
承
に
対
す
る
一
部
の
官
僚
た
ち
の
反
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
、
周
章
ら
一
部
の
官
僚
た
ち
は
安
帝
の
帝
位
継
承
に
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
巻
五
安
帝
紀
・
即
位
年
条
に

よ
る
と
、�
太
后
は
劉�
を
長
安
侯
に
封
じ
た
後
に
下
し
た
詔
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)
。

�
、
惟
う
に
、�
原
王
は
素
よ
り
痼
疾
を
被
る
。
宗
廟
の
重
き
を
念
い
て
、
繼
嗣
の
統
を
思
う
に
、
唯
だ
長
安
侯

(

劉)�
の
み

質
性
忠
孝
に
し
て
、
小
心��
、
能
く
詩
論
に�
じ
、
學
に
篤
く
古
を
樂
し
み
、
仁
惠
に
し
て
下
を
愛
し
、
年
已
に
十
三
に
し
て
、

成
人
の
志
有
り
。
親�
の
後
を
係つ

ぐ
に
、�
よ
り
宜
し
き
は
莫
し
。
禮
に
、｢

昆
弟
の
子
は�
お
己
の
子
の
ご
と
し｣

と
。
春
秋

の
義
に
、｢

人
の
後
と
爲
る�
は
之
が
子
と
爲
り
、
父
の
命
を
以
て
王
父
の
命
を
辭
せ
ず｣

と
。
其
れ�
を
以
て
孝
和
皇
帝
の
嗣
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と
爲
し
、�
宗
を
奉
承
せ
し
め
ん
。
禮
儀
を
案
じ
て
奏
せ
。

�
太
后
は
、
劉
勝
が

｢

痼
疾｣

(

持
病)

を
患
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
彼
を
帝
位
継
承
者
と
し
て
不
適
当
と
み
な
し
た
上
で
、
長

安
侯
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

、
つ
ま
り
和
帝
の
継
嗣
と
定
め
た
。
さ
ら
に
、�
太
后
が
劉�
の
帝
位
継
承
当
日
に
発
し
た
策
命
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る

(�)
。

惟
れ
延�
元
年
秋
八
月
癸
丑
、
皇
太
后
、
曰
く
、｢

咨あ
あ

、
長
安
侯

(

劉)�
よ
。
孝
和
皇
帝
は
懿�
、
巍
巍
と
し
て
、
四
海
に
光
か
が
や

く
も
、
大
行
皇
帝
は
天
年
を
永
く
せ
ず
。�
、
惟
う
に
、
侯
は
孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫
に
し
て
、
謙
恭
慈
順
、
孺
に
在
り
て�
む
。

宜
し
く
郊
廟
を
奉
じ
て
、
大
業
を
承
統
す
べ
し
。
今
、
侯
を
以
て
孝
和
皇
帝
の
後
を
嗣
が
し
め
ん
。
…
…｣

と
。

�
太
后
は
、
劉�
が

｢

孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

に
あ
た
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
彼
に

｢

孝
和
皇
帝
の
後
を
嗣｣

が
せ
た
。｢

世
嫡

皇
孫｣

と
は
、『

漢
書』

巻
一
〇
成
帝
紀
に

孝
成
皇
帝
は
、
元
帝
の
太
子
な
り
。
母
を
王
皇
后
と
曰
う
。
元
帝
、
太
子
宮
に
在
る
や
、
甲
觀
畫
堂
に
生
ま
れ
、
世
嫡
皇
孫
た
り
。

宣
帝
、
之
を
愛
す
。

と
あ
り

(�)
、
宣
帝

(

在
位
：
前
七
四
〜
前
四
九)

の
皇
太
子

(
後
の
元
帝)

の
嫡
妻

(

後
の
王
皇
后)

が
産
ん
だ
子

(

後
の
成
帝)

を

｢

世
嫡
皇

孫｣

と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
孫

(｢

皇
孫｣)

の
う
ち
嫡
妻
の
子

(｢

世
嫡｣)

、
つ
ま
り
皇
帝
の
嫡
孫
を
指
す
。
し
か
ら
ば

｢

孝

章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

と
は
、
章
帝
の
嫡
孫
、
つ
ま
り
和
帝
の
嫡
子

(
母
は�
皇
后
、
す
な
わ
ち�
太
后)

を
意
味
す
る
。
も
と
よ
り
劉�

は
和
帝
の
実
子
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は�
太
后
は
ど
の
よ
う
に
し
て
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
定
め
て
、
彼
を

｢

孝
章
帝
の
世

嫡
皇
孫｣

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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右
の�
太
后
の
詔
に
は
、
傍
系
の
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
定
め
る
た
め
の
論
拠
と
し
て

｢

禮｣
(

点
線
部)

と

｢

春
秋
の
義｣

(

傍
線
部
・
波
線
部)

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

｢

禮｣

は
前
掲

『

礼
記』

檀
弓
篇
上
と
同
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、｢

春
秋
の
義｣

の
う
ち
傍
線
部
の
出
典
は
前
掲

『

春
秋
公
羊
伝』

成
公
十
五
年
の
伝
文
で
あ
り
、
波
線
部
の
出
典
は
同
哀
公
三
年
の
伝
文
で
あ
る

(�)

。
先

述
し
た
よ
う
に
、
成
公
十
五
年
の
伝
文
と
今
文
礼
説
は
、
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
す
る

と
、�
太
后
は
和
帝
と
劉�
の
間
で
父
子
関
係
を
擬
制
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
定
め
た
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
哀
公
三
年
の
伝
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

(�)
。

輒
な
る�
は
曷
爲
る�
ぞ
や
。��
の
子
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
曷
爲
れ
ぞ��
を
立
て
ず
し
て
輒
を
立
つ
。��
、
無�
を
爲
せ

ば
、
靈
公
、��
を�
い
て
輒
を
立
つ
。
然
ら
ば
則
ち
輒
の
義
は
以
て
立
つ
べ
き
か
。
曰
く
、
可
な
り
と
。
其
れ
可
と
す
る
は
奈

何
。
父
の
命
を
以
て
王
父
の
命
を
辭
せ
ず
、
王
父
の
命
を
以
て
父
の
命
を
辭
す
る
は
、
是
れ
父
の
子
に
行
わ
る
な
り
。
家
事
を
以

て
王
事
を
辭
せ
ず
、
王
事
を
以
て
家
事
を
辭
す
る
は
、
是
れ
上
の
下
に
行
わ
る
な
り
。

右
の
波
線
部
で
は
、
衛
の
輒
が
実
父
で
あ
る��
の
継
嗣
で
は
な
く
、
祖
父
で
あ
る
霊
公
の
継
嗣
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、｢

子
が

実
父
の
命
令
に
従
っ
て
祖
父
の
命
令
を
断
ら
ず
、
ま
た
祖
父
の
命
令
に
従
っ
て
実
父
の
命
令
を
断
る
こ
と
は
、
父

(

霊
公)

の
命
令
が

子

(��)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る｣

と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は

｢

某
者
の
子
以
外
の
者
が
某
者
の
継
嗣
と
な
る
こ
と
を
正

当
化
し
得
る
も
の｣

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で�
太
后
は
、
和
帝
の
甥
た
る
劉�
を

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
定
め
る
た
め
に
哀
公
三
年
の
伝

文
を
引
用
し
て
、
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
の
論
拠
の
強
化
を
図
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
劉�
は

｢

孝
章
帝
の
世
嫡

皇
孫｣

と
な
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
、�
太
后
は
和
帝
と
劉�
の
間
で
父

子
関
係
を
擬
制
し
た
上
で
、｢

孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

お
よ
び

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

に
あ
た
る
劉�
に
帝
位
を

継
承
さ
せ
た

(

図
２
を
参
照)

。
こ
の
当
時
、�
太
后
が

和
帝
期
以
来
の
政
治
制
度
と
政
策
を
基
本
的
に
継
承
し

て
臨
朝
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
女
は

｢

孝
和
皇
帝
の

嗣｣

と
し
て
の
安
帝
を
後
見
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
殤
帝
崩
御
当
時
、
和
帝
の
実
子
た
る
劉
勝
は
存
命
で
、
し
か
も
彼
は
持
病
を
患
っ
て
お
ら
ず
、
帝
位
継
承
者
と
し
て
必

ず
し
も
不
適
当
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
皇
帝
の
兄
弟
と
傍
系
が
と
も
に
帝
位
継
承
の
候
補
者
と
み
な
さ
れ
た
た
め
、

�
太
后
は
本
来
で
あ
れ
ば
劉
勝
を
候
補
者
に
加
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
実
際
に
は
劉
勝
を
候
補
者
と
み
な
す
こ
と
な

く
、
傍
系
の
劉�
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
不
適
切
な
形
で
帝
位
を
継
承
し
た
点
に
お
い
て
、
安
帝
の
正
統
性
は
著
し
く

欠
如
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
周
章
ら
一
部
の
官
僚
た
ち
は�
太
后
の
主
張
に
納
得
せ
ず
、
安
帝
の
廃
位
と
劉
勝
の
擁
立
を
企
て
た
の
で

あ
る
。�
太
后
が
安
帝
の
帝
位
継
承
に
際
し
て
哀
公
三
年
の
伝
文
を
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
傍
系
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
る
た
め
の
論

拠
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
、�
氏
誅
滅
と
平
原
国
の
国
除
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図２ 劉�の帝位継承
[③～⑥は帝位継承順]

劉
慶(

清
河
王)

劉
勝(

平
原
王)

[

素
よ
り
痼
疾
を
被
る]

劉�旦(
章
帝)

③

劉
肇(

和
帝)

④

劉�(
安
帝)

[

孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫]
[

孝
和
皇
帝
の
嗣]

⑥

劉
隆(

殤
帝)

⑤



安
帝
が
成
長
す
る
と
、
郎
中
杜
根
や
平
原
郡
吏
の
成
翊
世
ら
一
部
の
官
僚
た
ち
は
、�
太
后
に
対
し
て
安
帝
に
政
権
を
返
上
す
る
よ

う
迫
っ
た
。
し
か
し
、�
太
后
は
そ
れ
を
拒
絶
し
、
か
え
っ
て
杜
根
ら
を
処
罰
し
た

(�)

。
か
か
る�
太
后
の
動
き
に
対
し
て
王
聖

(

安
帝

の
乳
母)
は
、�
太
后
が
安
帝
を
廃
位
す
る
の
で
は
な
い
か
と
不
信
感
を
抱
い
て
、
宦
官
の
李
閏
と
結
び
、�
太
后
の
兄
で
あ
る��

ら
が
安
帝
を
廃
位
し
て
平
原
王
劉
翼

(

河
間
王
劉
開
の
子)

を
擁
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
讒
言
し
た
。
そ
こ
で
安
帝
は
、
王
聖
ら
の
言

を
信
じ
て
、�
太
后
を
怨
ん
だ
と
い
う
。

劉
翼
は
、
劉
勝
か
ら
数
え
て
三
代
目
の
平
原
王
で
あ
る
。
永
初
七
年

(

一
一
三)

に
劉
勝
が
王
子
に
恵
ま
れ
ず
に
薨
去
し
た
後
、�

太
后
は
劉
得

(

楽
安
王
劉
寵
の
子)
に
平
原
王
の
位
を
継
承
さ
せ
た
。
そ
の
劉
得
が
元
初
六
年

(

一
一
九)

に
王
子
に
恵
ま
れ
ず
に
薨
去

す
る
と
、�
太
后
は
劉
翼
に
王
位
を
継
承
さ
せ
た

(

前
掲
の
図
１
を
参
照)

。�
太
后
が
平
原
国
の
存
続
に
努
め
た
理
由
は
史
書
中
に
明

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
和
帝
の
直
系
た
る
平
原
国
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
安
帝
の

正
統
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
安
帝
の
帝
位
継
承
前
後
に
一
部
の
官
僚
た
ち
が
劉
勝
を
支
持
し
、
そ
の
擁
立
と
安
帝
の
廃
位
を
企
て
た
こ
と
か
ら
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
安
帝
に
と
っ
て
劉
勝
を
祖
と
す
る
平
原
国
の
存
在
は
、
自
ら
の
支
配
体
制
を
脅
か
す
大
き
な
不
安
要
素
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
王
聖
ら
は�
氏
が
劉
翼
の
擁
立
を
企
て
て
い
る
と
警
戒
し
、
安
帝
も
ま
た
王
聖
ら
の
言
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
安
帝
が
自
ら

の
支
配
体
制
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
平
原
国
に
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

建
光
元
年

(

一
二
一)

三
月
、�
太
后
が
崩
御
す
る
と
、
安
帝
は
親
政
を
開
始
し
、��
を
上
蔡
侯
に
封
じ
て
特
進
と
し
た

(�)

。
だ
が
、

安
帝
は
親
政
開
始
後
ま
も
な
く
、��
の
弟
た
る��
・��(
い
ず
れ
も
す
で
に
元
初
五
年
に
死
去)

・�
弘

(

す
で
に
元
初
二
年
に
死
去)

後
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が
か
つ
て
平
原
王
劉
得

(

す
で
に
元
初
六
年
に
薨
去)

の
擁
立
を
企
て
た
と
す
る
讒
言
を
う
け
て
、��
ら
を
大
逆
無
道
の
罪
に
あ
て
た
。

そ
し
て
、�
氏
一
族
の
列
侯
の
位
を
剥
奪
し
て
庶
人
に
降
格
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
の
計
画
に
加
担
し
て
い
な
か
っ
た��
に
対
し
て

は
、
特
進
を
免
官
し
て
就
国
を
命
じ
た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
、��
と
そ
の
一
族
は
自
殺
し
た
。
さ
ら
に
安
帝
は
、
劉
翼
が
帝
位

の
簒
奪
を
企
て
て
い
る
と
す
る
王
聖
と
江
京
の
讒
言
を
う
け
て
、��
ら
が
自
殺
し
た
建
光
元
年
五
月
に
平
原
国
を
国
除
し
、
劉
翼
を

都
郷
侯
に
降
格
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
安
帝
は
、
親
政
開
始
直
後
に�
氏
一
族
と
平
原
国
を
一
挙
に
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政
の
再
正
当
化

親
政
を
開
始
し
た
安
帝
は
、
和
帝
期
以
来
の
地
方
行
政
政
策
の
継
承
に
消
極
的
と
な
り

(�)

、
そ
れ
ま
で�
太
后
の
臨
朝
を
支
持
し
て
い

た
官
僚
た
ち
を
排
除
す
る
一
方
、�
氏
に
批
判
的
な
官
僚
た
ち
を
任
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、�
氏
の
無
罪
を
主
張
し
た
大
司
農
朱
寵
を

免
官
し
て
、�
氏
に
よ
る
国
政
へ
の
関
与
を
批
判
し
た
劉�
を
太
尉
に
任
命
し
、
ま
た�
太
后
に
政
権
の
返
上
を
迫
っ
た
杜
根
を
侍
御

史
に
、
同
じ
く
成
翊
世
を
尚
書
郎
に
任
用
す
る
な
ど
し
た
。
さ
ら
に
安
帝
は
、
遼
東
太
守
陳
禅
を��
の
故
吏
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

免
官
す
る
と
と
も
に
、
か
つ
て��
に
推
挙
さ
れ
た
司
空
李�
を
請
託
実
行
の
罪
を
も
っ
て
罷
免
し
た

(�)
。
た
だ
し
、
彼
は
太
傅
を
空
席

と
し
、
ま
た
三
公
の
任
官
者
を
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
安
帝
親
政
時
に
は
外
戚
と
そ
の
与
党
が
積
極
的
に
任
用
さ
れ
た
。
当
時
、
安
帝
の
周
囲
に
は
耿
氏
と
い
う
母
系

親
族
と
、
閻
氏
と
い
う
妻
系
親
族
が
い
た
。
閻
氏
は
安
帝
の
嫡
妻
た
る
閻
皇
后
の
一
族
で
あ
り
、
他
方
、
耿
氏
は
安
帝
の
実
父
の
清
河

王
劉
慶
の
嫡
妻
た
る
耿
姫
の
一
族
で
あ
る
。
も
と
よ
り
耿
氏
は
皇
太
后
の
一
族
で
は
な
い
が
、
安
帝
の
実
父
の
嫡
妻
の
一
族
で
あ
る
こ
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と
か
ら
、
皇
帝
の
母
系
親
族
と
し
て
の
外
戚
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

延
光
三
年

(

一
二
四)

、
耿
氏
の
領
袖
で
あ
る
耿
宝

(

耿
姫
の
兄)

が
大
鴻
臚
か
ら
大
将
軍
に
昇
進
し
、
そ
の
後
、
閻
氏
の
領
袖
た
る

閻
顕

(

閻
皇
后
の
兄)

が
大
鴻
臚
に
任
官
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
当
時
に
は
耿
宝
の
与
党
で
あ
る
謝�

・
周
広
ら
が
侍
中
に
任
官
し
て

い
た
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
後
漢
に
お
け
る
政
治
制
度
の
改
編
は
、
側
近
官
を
廃
止
し
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
帝
は
当
該
の
政
治
制
度
を
再
び
改
編
す
る
こ
と
な
く
、
和
帝
親
政
以
前
と
同
様
に
、
外
戚
の
与
党
を
側
近
官
に
任

命
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

外
戚
の
領
袖
は
、
例
え
ば��
の
よ
う
に
、
安
帝
の
親
政
以
前
に
も
輔
政
者
と
し
て
大
将
軍
を
本
官
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
皇
太
后
臨
朝
時
の
こ
と
で
あ
っ
た

(�)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
耿
宝
の
大
将
軍
昇
進
は
、
後
漢
に
お
い
て
皇
帝
親
政
時
に
外
戚
の
領
袖

が
大
将
軍
を
本
官
と
し
た
初
の
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
安
帝
が
耿
宝
に

｢

輔
政｣

を
委
ね
た
と
明
記
す
る
記
事
は
史

書
中
に
見
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

｢
輔
政｣

と
は
、
政
策
案
の
作
成
・
審
議
を
担
当
す
る
三
公
や
将
軍
の
任
官
者
に
委
ね
ら
れ

た
も
の
で
あ
る

(�)
。
耿
宝
の
本
官
が
他
の
外
戚
の
領
袖
の
そ
れ
と
共
通
し
て
お
り
、
し
か
も
巻
一
五
来
歙
列
伝
附
来
歴
列
伝
に
見
え
る
よ

う
に
、
耿
宝
が
集
議
に
参
加
し
て
安
帝
の
皇
太
子
た
る
劉
保

(

後
の
順
帝)

の
廃
位
の
可
否
を
審
議
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
耿
宝
は
事

実
上
、
輔
政
者
の
地
位
に
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

耿
宝
は
、
後
漢
に
お
け
る
政
治
制
度
の
改
編
が
先
述
の
よ
う
に
不
徹
底
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
中
常
侍
の
李
閏
・
樊
豊
ら
宦
官
と

連
携
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
宦
官
と
と
も
に
人
事
に
介
入
し
た
り
、
彼
ら
と
結
ん
で
皇
太
子
劉
保
を
廃
位
に
追
い
込
む

な
ど
し
た
。
こ
の
よ
う
な
耿
宝
ら
の
専
権
に
対
し
て
、
官
僚
た
ち
は
強
く
反
発
し
、
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
太
尉
楊
震
が
耿
宝

(

当
時
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は
大
鴻
臚)

・
李
閏
の
請
託
を
拒
否
し
た
事
例
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

(�)

。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
何
故
に
安
帝
は
、
親
政
時

に
外
戚
の
領
袖
を
大
将
軍
に
任
命
し
て
国
政
に
参
与
さ
せ
る
と
い
う
、
後
漢
で
は
前
例
の
無
い
措
置
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、�
太
后
は

｢

孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

お
よ
び

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

に
あ
た
る
劉�
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
、
さ
ら

に
和
帝
期
以
来
の
政
治
制
度
と
政
策
を
基
本
的
に
継
承
し
て
、｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
安
帝
を
後
見
し
た
。
そ
の�
氏
を
誅
滅

し
た
安
帝
に
と
っ
て
、｢
孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
立
場
に
拠
っ
た
統
治
を
継
続
す
る
こ
と
は�
太
后
の
治
世
を
認
め
る
こ
と
に
他

な
ら
ず
、
ま
た
和
帝
と�
太
后
を
と
も
に
輔
佐
し
た
官
僚
た
ち
の
治
績
に
一
定
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば�
氏
誅

滅
の
正
当
性
は
大
き
く
損
な
わ
れ
、�
氏
を
支
持
し
て
い
た
官
僚
た
ち
の
反
発
を
招
き
か
ね
な
い
。
し
か
も
、
安
帝
は�
氏
誅
滅
と
関

連
さ
せ
る
形
で
、
劉
勝
を
祖
と
す
る
平
原
国
を
国
除
し
た
。
も
し
、�
氏
誅
滅
の
正
当
性
が
損
な
わ
れ
た
場
合
、
平
原
国
の
国
除
も
ま

た
不
当
な
措
置
と
み
な
さ
れ
、
も
と
よ
り
正
統
性
を
欠
く
安
帝
の
支
配
体
制
は
、
さ
ら
に
大
き
く
動
揺
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し

て
安
帝
は
、
自
ら
の
支
配
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
、｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
立
場
に
拠
る
こ
と
な
く
、｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と

し
て
の
正
統
性
を
確
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

｢

孝
章
帝｣

こ
と
章
帝
は
帝
位
継
承
当
初
か
ら
親
政
し
、
太
傅
趙
憙
・
太
尉
牟
融
を
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
さ
ら
に

章
帝
は
、
初
代
の
光
武
帝
劉
秀

(

在
位
：
二
五
〜
五
七)

と
第
二
代
の
明
帝
劉
荘

(

在
位
：
五
七
〜
七
五)

が
内
戚

(

皇
帝
の
母
系
親
族)

に

｢

輔
政｣

を
委
ね
て
統
治
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
破
綻
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
外
戚
に

｢

輔
政｣

を
委
ね
よ
う
と
し
た
。
章

帝
は
在
世
中
に
は
光
武
帝
以
来
の
国
是

外
戚
に
よ
る
国
政
へ
の
関
与
の
抑
制

に
阻
ま
れ
て
外
戚
を
輔
政
者
と
し
得
な
か
っ
た

が
、
自
ら
遺
詔
を
下
し
て
外
戚
の
竇
憲
に
輔
政
者
の
地
位
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
戚
輔
政
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た

(�)
。
こ
の
よ
う
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に
、
章
帝
は
太
傅
・
三
公
の
主
導
の
も
と
外
戚
に

｢

輔
政｣

を
委
ね
て
統
治
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

そ
の�
章
帝
の
統
治
方
針�
を
大
き
く
転
換
し
た
皇
帝
が
、｢

孝
和
皇
帝｣

こ
と
和
帝
で
あ
っ
た
。
先
述
の
ご
と
く
、
和
帝
は
竇
氏

を
誅
滅
し
て
親
政
を
開
始
す
る
と
、
政
治
制
度
を
大
幅
に
改
編
し
、
三
公
・
九
卿
の
輔
佐
を
受
け
て
統
治
し
た
。
さ
ら
に
、
太
傅�
彪

を
竇
太
后
臨
朝
時
か
ら
引
き
続
き
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
太
尉
尹
睦
を
同
じ
く
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

和
帝
に
よ
る
親
政
は
、
外
戚
に

｢

輔
政｣

を
委
ね
る
こ
と
な
く
、
太
傅
・
三
公
の
主
導
の
も
と
統
治
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
光

武
帝
以
来
の
国
是
に
則
し
た
も
の
で
あ
り
、
章
帝
に
よ
る
親
政
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
親
政
開
始
後
の
安
帝
は
、
従
前
の
政
治
制
度
を
改
編
せ
ず
、
ま
た
特
定
の
臣
下
を
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
な
く
、
外
戚
に

｢

輔
政｣
を
委
ね
て
統
治
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な�
安
帝
の
統
治
方
針�
は
、
外
戚
輔
政
を
推
進
し

た
点
に
お
い
て�
章
帝
の
統
治
方
針�
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
安
帝
は
右
の
よ
う
な�
和
帝
の
統
治
方
針�
を
破
却

し
て�
章
帝
の
統
治
方
針�
を
発
展
的
に
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
皇
帝
の
統
治
方
針
は
、｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣
な
ど
の
皇
帝
の
立
場
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
巻
三
章
帝
紀
・
建
初
四
年
条
に

十
一
月
壬
戌
、
詔
し
て
曰
く
、｢

…
…
中
元
元
年
の
詔
書
に
、｢

五
經
の
章
句
、
煩
多
な
れ
ば
、
議
し
て
減
省
せ
ん
と
欲
す｣

と
。

永�
元
年
に
至
り
、
長
水
校
尉

(

樊)�
、
奏
言
す
ら
く
、｢
先
帝
の
大
業
、
當
に
時
を
以
て
施
行
す
べ
し｣

と
。�
儒
を
し
て

共
に
經
義
を
正
し
く
せ
し
め
、
頗
る
學�
を
し
て
以
て
自
助
す
る
こ
と
を
得
し
め
ん
と
欲
す
。
…
…｣

と
。
是
に
於
い
て
太
常
に

下
す
。
將
・
大
夫
・
博
士
・
議�
・�
官
及
び�
生
・�
儒
、
白
虎
觀
に
會
し
、
五
經
の
同
異
を
講
議
す
。
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と
あ
る
ご
と
く

(�)
、
樊�
は
、
光
武
帝
の
継
嗣
に
あ
た
る
明
帝

(

光
武
帝
の
庶
長
子)

に
対
し
、｢

先
帝｣

こ
と
光
武
帝
が
中
元
元
年

(

五

六)
に
下
し
た
詔
書
に
基
づ
い
て
、
光
武
帝
の
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
事
業
を
継
承
す
る
よ
う
求
め
た
。
す
る
と
、
後
漢
の
官
僚
た

ち
は

｢
先
代
の
皇
帝
の
事
業
＝
先
代
の
継
嗣
に
あ
た
る
今
上
皇
帝
が
基
本
的
に
継
承
す
べ
き
も
の｣

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

他
方
、『

後
漢
紀』

巻
八
光
武
帝
紀
・
中
元
二
年
条
所
載
の
明
帝
の
詔
に

予
は
末
小
子
に
し
て
、�
業
を
奉
承
し
、
夙
夜�
畏
し
て
、
敢
て
荒
寧
せ
ず
。
先
帝
は
受
命
し
て
中
興
し
、�
は
五
帝
に�
し
。

�
は
繼
體
守
文
す
れ
ど
も
、
稼
穡
の
艱�
を
知
ら
ず
、
廢
失
有
り
、
以
て
先
業
を
堕
す
こ
と
を
懼
る
。
公�
・
百
僚
、
將
に
何
を

か
以
て�
の
不�
を
輔
け
ん
と
す
。

と
あ
る
よ
う
に

(�)
、
明
帝
は
光
武
帝
の

｢�
業｣

を
受
け
継
い
だ
も
の
の
、
自
分
が
そ
の

｢

先
業｣

(

先
代
の
皇
帝
の
事
業
。
こ
こ
で
は
光
武

帝
の
事
業)

を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
後
漢
の
皇
帝
た
ち
は

｢

自
ら
の
責
務
＝
先
代
の
継
嗣

と
し
て
そ
の
事
業
を
基
本
的
に
継
承
し
発
展
さ
せ
る
こ
と｣

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
明
帝
は
光
武
帝
に
倣
っ
て
、
外

戚
に
よ
る
国
政
へ
の
関
与
を
抑
制
し
て
お
り

(�)
、
ま
た
、
右
の
章
帝
紀
に
見
え
る
よ
う
に
、
章
帝
は
光
武
帝
・
明
帝
の
成
し
得
な
か
っ
た

事
業
を
継
承
し
て
白
虎
観
会
議
を
開
催
し
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、｢

先
代
の
継
嗣｣

と
い
う
皇
帝
の
立
場
は
、
そ
の
統
治
方
針
を
一
定
程
度
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
皇
帝
と
官
僚
の
認
識
に
基
づ
く
と
、
皇
帝
が
自
ら
の
責
務
を
果
た
し
、
か
つ
官
僚
た
ち
の
支
持
を
得
る
た
め
に
は
、｢

先

代
の
継
嗣｣

と
し
て
、
そ
の
事
業
を
継
承
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
皇
帝
が
自
ら
の
立
場
に
最
も
合
致
す
る
統
治
方
針

先

代
の
統
治
方
針

を
継
承
す
る
こ
と
が
、
そ
の
正
統
性
の
確
保
を
可
能
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
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｢
孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

お
よ
び

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

に
あ
た
る
安
帝
に
と
っ
て
、
先
代
の
皇
帝
と
は
和
帝
で
あ
る
。
そ
の
和
帝
は
、

本
来
で
あ
れ
ば
先
代
に
あ
た
る
章
帝
の
掲
げ
た
統
治
方
針
、
つ
ま
り�
章
帝
の
統
治
方
針�
を
継
承
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
安
帝
が

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
立
場
に
拠
っ
て�
和
帝
の
統
治
方
針�
を
継
承
し
続
け
る
こ
と
は
、
先
述
の
理
由
に
よ
り

不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
安
帝
は
、｢

孝
章
帝
の
世
嫡
皇
孫｣

と
し
て
の
立
場
に
拠
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
先
代
の
和
帝
が
継
承
す

べ
き
で
あ
っ
た
先
々
代
の
統
治
方
針
、
つ
ま
り�
章
帝
の
統
治
方
針�
を
発
展
的
に
継
承
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
安
帝
は

｢

章
帝
以

来
、
先
代
の
統
治
方
針
を
代
々
継
承
し
続
け
て
き
た｣

と
い
う
体
裁
を
整
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て

｢

孝
和
皇
帝
の
嗣｣

と
し
て
の
正
統
性

を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
外
戚
輔
政
が
再
び
正
当
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
外
戚
が
専
権
を
振
る
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
実
態
を
政
治
史
の
面
か
ら
解
明
す
る
一
環
と
し
て
、
そ
の
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
招
い
た
政

治
史
的
な
問
題
を
、
安
帝
劉�
が
親
政
時
に
外
戚
輔
政
を
再
び
推
進
し
た
背
景
に
注
目
し
て
検
証
し
た
。

す
な
わ
ち
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
は
、
安
帝
の
親
政
開
始
後
に
、
宰
相

(

太
傅
・
三
公)

の
主
導
に
基
づ
く�
和
帝
の
統
治
方
針�

か
ら
、
外
戚
輔
政
に
基
づ
く�
章
帝
の
統
治
方
針�
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
。
そ
の
背
景
に
は�
安
帝
の
正
統
性
の
欠
如�
と
い
う
政

治
史
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
安
帝
期
に
は
和
帝
期
以
来
の
政
治
制
度
に
改
編
を
加
え
な
か
っ
た
た
め
、�
政
治
制
度
の
改
編
の

不
徹
底�
と
い
う
制
度
的
な
問
題
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
帝
は
支
配
体
制
の
転
換
を
容
易
に
成
し
得
た
の
で

後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輔
政

渡
邉

第
九
十
三
巻

25

三
九
一



あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
に
直
面
し
た
安
帝
期
は
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
が�
章
帝
の
統
治
方
針�
と�
和
帝
の
統
治
方
針�
の

間
で
大
き
く
揺
れ
動
く
な
か
で
、
そ
の
限
界

側
近
政
治
の
克
服
の
失
敗

が
外
戚
輔
政
へ
の
依
存
と
い
う
形
で
表
面
化
し
た
時

期
、
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
ら
ば
、
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
の
弱
体
化
を
招
い
た
政
治
史
的
な
問
題
は
、�
皇
太
后
の

臨
朝�
だ
け
で
は
な
く
、�
皇
帝
の
正
統
性
の
欠
如�
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
稿
の
検
証
結
果
に
基
づ
く
と
、
安
帝
は

右
の
よ
う
な
支
配
体
制
の
限
界
に
何
ら
対
処
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

安
帝
崩
御
後
、
閻
太
后

(
閻
皇
后)

は
傍
系
の
北
郷
侯
劉
懿

(

安
帝
と
同
世
代)

に
帝
位
を
継
承
さ
せ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
劉
懿

が
崩
御
す
る
と
、
済
陰
王
劉
保

(
安
帝
の
廃
太
子)

が
政
変
を
起
こ
し
て
外
戚
の
閻
氏
を
誅
滅
し
、
帝
位
を
継
承
し
た

(�)

。
順
帝
劉
保
は

従
前
の
政
治
制
度
を
改
編
せ
ず
、
そ
の
治
世
の
前
半
に
は�
和
帝
の
統
治
方
針�
を
継
承
し
て
、
太
傅
・
三
公
の
主
導
の
も
と
統
治
し

た
が
、
治
世
の
後
半
に
は�
安
帝
の
統
治
方
針�
を
継
承
し
て
、
外
戚
の
梁
氏

(

順
帝
の
皇
后
の
一
族)

に

｢

輔
政｣

を
委
ね
て
統
治
し

た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
統
治
方
針
の
転
換
は
、
外
戚
を
政
変
に
よ
り
打
倒
し
て
帝
位
を
継
承
し
た
順
帝
が
、
安
帝
に
よ
る
統
治

の
失
敗
に
鑑
み
な
が
ら
も
、
安
帝
の
継
嗣
と
し
て
の
正
統
性
を
確
保
し
て
自
ら
の
支
配
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
断
行
し
た
も
の
と
想

定
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
検
討
し
た
い
と
思
う
。
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註

(

１)

桜
井
芳
朗

｢

秦
漢
時
代｣

(

和
田
清

(

編
著)

『

支
那
官
制
発
達

史』

、
中
華
民
国
法
制
研
究
会
、
一
九
四
二
年
所
収)

、
労�｢
論
漢

代
的
内
朝
与
外
朝｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊』

一
三
、

一
九
四
八
年
。
後
に
同
氏

『

労�
学
術
論
文
集』

甲
編
上
冊
、
芸
文

印
書
館
、
一
九
七
六
年
に
収
録)

、
西
嶋
定
生
Ａ

｢

武
帝
の
死
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『
塩
鉄
論』

の
政
治
史
的
背
景

｣
(

石
母
田
正
他

(

編)
『

古
代

史
講
座』

一
一
、
学
生
社
、
一
九
六
五
年
。
後
に
同
氏

『

中
国
古
代

国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界』

、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
に
収

録)

、
鎌
田
重
雄

｢

漢
代
の
尚
書
官

領
尚
書
事
と
録
尚
書
事
と

を
中
心
と
し
て

｣
(『

東
洋
史
研
究』

二
六
―
四
、
一
九
六
八
年)

な
ど
。

(

２)

拙
稿
Ａ

｢

政
策
形
成
と
文
書
伝
達

後
漢
尚
書
台
の
機
能
を

め
ぐ
っ
て

｣
(『

史
観』
一
五
九
、
二
〇
〇
八
年)

・
Ｂ

｢

後
漢

洛
陽
城
に
お
け
る
皇
帝
・
諸
官
の
政
治
空
間｣

(『

史
学
雑
誌』

一
一

九
―
一
二
、
二
〇
一
〇
年)

・
Ｃ

｢
政
治
空
間
よ
り
み
た
後
漢
の
外

戚
輔
政

後
漢
皇
帝
支
配
体
制
の
限
界
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要』

五
六
―
四
、
二
〇
一
一
年)

を
参
照
。

(

３)

趙
翼

『

廿
二
史
箚
記』

巻
三
・
両
漢
外
戚
之
禍
条
、
岡
崎
文
夫

『

魏
晋
南
北
朝
通
史』

内
編
第
一
章

(

弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年)

、

狩
野
直
禎

『

後
漢
政
治
史
の
研
究』

第
四
章
・
第
五
章

(

同
朋
舎
出

版
、
一
九
九
三
年)

、
衛
広
来

『

漢
魏
晋
皇
権�亶
代』

第
一
章

(
書

海
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

な
ど
。
ま
た
、
渡
邉
義
浩
Ａ

『

後
漢
国

家
の
支
配
と
儒
教』

第
二
篇
第
五
章

(

雄
山
閣
、
一
九
九
五
年)

、

東
晋
次

『

後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会』

第
二
章
・
第
四
章

(

名
古
屋

大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年)

、
好
並
隆
司

｢

後
漢
期
、
皇
帝
・
皇

太
后
の
政
治
と
儒
家
思
想｣

(『

史
学
研
究』

二
五
六
、
二
〇
〇
七
年)

な
ど
の
よ
う
に
、
後
漢
に
お
い
て
外
戚
に
よ
る
国
政
へ
の
関
与
を
可

能
に
し
た
思
想
的
な
背
景
や
親
族
観
念
に
つ
い
て
、
皇
太
后
臨
朝
時

を
中
心
に
検
討
し
た
研
究
も
あ
る
。

(

４)

下
倉
渉

｢

漢
代
の
母
と
子｣

(『

東
北
大
学
東
洋
史
論
集』

八
、

二
〇
〇
一
年)

は
、
前
漢
・
後
漢
を
通
じ
て
外
戚
に
よ
る
国
政
へ
の

関
与
を
可
能
に
し
た
背
景
に
つ
い
て
、
前
漢
の
皇
太
后
臨
朝
時
お
よ

び
皇
帝
親
政
時
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
れ
を
母
系
を
重
視
す
る
親
族

観
念
に
求
め
て
い
る
。
外
戚
と
国
政
の
関
係
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ

て
皇
帝
親
政
時
に
注
目
す
る
観
点
は
、
継
承
す
べ
き
で
あ
る
。

(

５)
｢

自
安
帝
政
治
衰
缺
、
始
以
嫡
舅
耿
寶
爲
大
將
軍
、
常
在
京�｣

。

(

６)

程
維
栄

『

中
国
継
承
制
度
史』

第
三
章
第
一
節

(

東
方
出
版
中

心
、
二
〇
〇
六
年)

。

(

７)

三
田
辰
彦

｢

東
晋
の
琅
邪
王
と
皇
位
継
承｣

(『

集
刊
東
洋
学』

九
六
、
二
〇
〇
六
年)

。

(

８)

西
嶋
定
生
Ｂ

｢

漢
代
に
お
け
る
即
位
儀
礼

と
く
に
帝
位
継

承
の
ば
あ
い
に
つ
い
て

｣
(

榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
編

纂
委
員
会

(

編)
『

榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢』

、
山
川
出
版
社
、

一
九
七
五
年
。
後
に
同
氏

『

中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界』

に

改
題
の
上
、
収
録)

、
尾
形
勇

『

中
国
古
代
の

｢

家｣

と
国
家

皇
帝
支
配
下
の
秩
序
構
造

』

第
六
章

(

岩
波
書
店
、
一
九
七
九
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年)

、
松
浦
千
春

｢

漢
代
の
即
位
儀
礼
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

西
嶋
定
生
論
の
検
証

｣
(『

一
関
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要』

三

九
、
二
〇
〇
四
年)

、
金
子
修
一

『

中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究』

第
Ⅱ
部
第
八
章

(

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年)

、
渡
邉
義
浩
Ｂ

『

後

漢
に
お
け
る

｢
儒
教
国
家｣

の
成
立』

第
二
篇
第
七
章

(

汲
古
書
院
、

二
〇
〇
九
年)
な
ど
。

(

９)

藤
川
正
数

『

漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
究

増
訂
版』

第
二
章

(

風
間
書
房
、
一
九
八
五
年)
、
新
田
元
規

｢

君
主
継
承
の
礼
学
的
説

明｣
(『

中
国
哲
学
研
究』

二
三
、
二
〇
〇
八
年)

は
、
帝
位
継
承
の

問
題
を
宗
廟
制
度
や
昭
穆
制
度
と
関
連
さ
せ
て
礼
学
の
面
か
ら
検
討

し
た
数
少
な
い
研
究
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
漢
の
帝
位
継
承
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
必
ず
し
も
十
分
に
は
検
証
し
て
い
な
い
。

本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
漢
代
史
研
究
の
空
白
を
補
う

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

10)
｢

大
行
皇
帝�
配
天
地
、
光
照
上
下
、
不
獲
胤
嗣
之
祚
、
早
棄

萬
國
。�
憂
心
摧
傷
、�
覽
前
代
法
、
王
后
無��
擇
賢
。
六
親
考

�
叙
才
、
莫
若
解�
亭
侯

(

劉)

宏
、
年
十
有
二
、
嶷
然
有
周
成
之

質
。
春
秋
之
義
、｢

爲
人
後�
爲
之
子｣

。
其
以
宏
爲
大
行
皇
帝
嗣｣
。

(

11)
｢

公
孫
嬰
齊
、
則
曷
爲
謂
之

｢

仲
嬰
齊｣

。
爲
兄
後
也
。
爲
兄
後
、

則
曷
爲
謂
之

｢

仲
嬰
齊｣

。
爲
人
後�
爲
之
子
也
。
爲
人
後�
爲
其

子
、
則
其
稱

｢

仲｣

何
。
孫
以
王
父
字
爲
氏
也
。
然
則
嬰
齊
孰
後
。

歸
父
也｣

。

(

12)

父
子
間
で
の
継
承
と
今
文
学
説
の
関
係
、『

春
秋
公
羊
伝』

成

公
十
五
年
の
伝
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
藤
川
前
掲
註

(

９)

著
書

第
二
章
を
参
照
。

(

13)
｢

先
帝
早
棄
天
下
、
胤
嗣
幼
沖
、
何
悟
倉
卒
、
仍�
不�
。
惟

太
后
定
之
。
考
人�
之
誠
、
唯
建�
侯

(

劉)

續
幼
而
岐
嶷
、
師
傅

不
煩
、
年
已
八
歳
、
克
昌
化
之
、
形
于
體
貌
。
春
秋
之
義
、｢

爲
人

後�
爲
之
子｣

。
其
以
續
爲
孝
順
皇
帝
嗣｣

。
こ
こ
で
は
劉
纉
の
名
を

｢

續｣

に
つ
く
る
が
、
李
興
和

『

袁
宏
後
漢
紀
集
校』

(

雲
南
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
八
年)

は

｢

纉｣

字
の
誤
り
と
す
る
。

(

14)
｢(

王)

太
后
拜

(

王)�
爲
大
司
馬
、
與
議
立
嗣
。
…
…�
白

以

(

王)

舜
爲
車
騎
將
軍
、
使�
中
山
王
奉
成
帝
後
。
是
爲
孝�
皇

帝｣

。

(

15)

西
嶋
前
掲
註

(

１)

論
文
Ａ
、
廖
伯
源

｢

昌
邑
王
廃
黜
考｣

(『

銭
穆
先
生
紀
念
館
館
刊』

八
、
二
〇
〇
〇
年
。
後
に
同
氏

『

秦
漢

史
論
叢』

、
五
南
図
書
出
版
、
二
〇
〇
三
年
に
収
録)

な
ど
。

(

16)
｢

孝
昭
皇
帝
早
棄
天
下
、
亡
嗣
。
臣

(

楊)

敞
等
議
、｢

禮
曰
、

｢

爲
人
後�
爲
之
子
也｣

。
昌
邑
王
宜
嗣
後｣｣

。

(
17)

｢

定
陶
王
、(

成)

帝
弟
之
子
。
禮
曰
、｢

昆
弟
之
子�
子
、
爲

其
後�
爲
之
子
也｣

。
定
陶
王
宜
爲
嗣｣

。

(

18)
藤
川
前
掲
註

(

９)

著
書
第
二
章
。
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(
19)

｢

喪
服
、
兄
弟
之
子�
子
也
。
葢
引
而�
之
也｣

。

(
20)
前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｂ
を
参
照
。

(

21)
三
公
・
将
軍
と

｢

輔
政｣

の
関
係
、
殤
帝
期
に
お
け
る�
氏
一

族
の
就
任
官
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。
ま
た
、

侍
中
・
中
常
侍
の
改
編
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｂ
を
参

照
。

(

22)

上
谷
浩
一

｢『
清
流
派』

の
系
譜

後
漢
時
代
中
期
の
地
方

行
政
刷
新
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン

｣
(『

古
代
文
化』

四
七
―
一
、
一

九
九
五
年)

。

(

23)
｢

春
正
月
辛
卯
、
太
尉
張
禹
爲
太
傅
、
司
徒
徐
防
爲
太
尉
、
參

��
書
事
、
百
官
總
己
以
聽｣

。

(

24)
｢��

書
事｣

・｢

參��
書
事｣

に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
学
位

請
求
論
文

『

後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
と
政
治
制
度
の
構
造』

第
二
章

(

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

よ
り
学
位
授
与)

を
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
劉
宋
・
范
曄

『

後

漢
書』

を
引
用
す
る
場
合
に
は
、『

後
漢
書』

以
外
の
正
史
に
お
け

る
巻
数
の
表
記
方
法
に
準
拠
し
て
、『

続
漢
書』

の
志
を
除
い
た
通

算
巻
数
の
み
を
記
し
、『

続
漢
書』

を
引
用
す
る
場
合
に
は
巻
数
を

省
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
煩
を
避
け
る
た
め
、『

後

漢
書』

の
書
名
は
省
略
し
た
。

(

25)

章
帝
の
遺
詔
と
外
戚
輔
政
の
関
係
、
竇
氏
一
族
の
就
任
官
に
つ

い
て
は
、
前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

26)

上
谷
前
掲
註

(

22)

論
文
。

(

27)

安
帝
期
に
お
け
る�
氏
一
族
の
就
任
官
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

28)
｢

大
議｣

に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎

『

天
空
の
玉
座

中

国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼

』

第
Ⅰ
章

(

柏
書
房
、
一
九
九
六

年)

を
参
照
。

(

29)

上
谷
前
掲
註

(

22)

論
文
。

(

30)

東
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
。

(

31)

上
谷
前
掲
註

(

22)

論
文
。

(

32)
｢�

惟
、�
原
王
素
被
痼
疾
。
念
宗
廟
之
重
、
思
繼
嗣
之
統
、

唯
長
安
侯

(

劉)�
質
性
忠
孝
、
小
心��
、
能�
詩
論
、
篤
學
樂

古
、
仁
惠
愛
下
、
年
已
十
三
、
有
成
人
之
志
。
親�
係
後
、
莫
宜
於

�
。
禮
、｢

昆
弟
之
子�
己
子｣

。
春
秋
之
義
、｢

爲
人
後�
爲
之
子
、

不
以
父
命
辭
王
父
命｣

。
其
以�
爲
孝
和
皇
帝
嗣
、
奉
承�
宗
。
案

禮
儀
奏｣

。

(

33)
｢

惟
延�
元
年
秋
八
月
癸
丑
、
皇
太
后
曰
、｢

咨
、
長
安
侯

(

劉)

�
。
孝
和
皇
帝
懿�
巍
巍
、
光
于
四
海
、
大
行
皇
帝
不
永
天
年
。�

惟
、
侯
孝
章
帝
世
嫡
皇
孫
、
謙
恭
慈
順
、
在
孺
而�
。
宜
奉
郊
廟
、

承
統
大
業
。
今
、
以
侯
嗣
孝
和
皇
帝
後
。
…
…｣｣

。

(

34)
｢

孝
成
皇
帝
、
元
帝
太
子
也
。
母
曰
王
皇
后
。
元
帝
在
太
子
宮
、
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三
九
六

生
甲
觀
畫
堂
、
爲
世
嫡
皇
孫
。
宣
帝
愛
之｣

。

(
35)
田
中
麻
紗
巳

｢『

後
漢
書』

所
引
春
秋
三
伝｣

(

渡
邉
義
浩

(

編)

『

両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝』

、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
所
収)

。

(

36)
｢

輒�
曷
爲�
也
。��
之
子
也
。
然
則
曷
爲
不
立��
而
立

輒
。��
爲
無�
、
靈
公���
而
立
輒
。
然
則
輒
之
義
可
以
立
乎
。

曰
、
可
。
其
可
奈
何
。
不
以
父
命
辭
王
父
命
、
以
王
父
命
辭
父
命
、

是
父
之
行
乎
子
也
。
不
以
家
事
辭
王
事
、
以
王
事
辭
家
事
、
是
上
之

行
乎
下
也｣

。

(

37)

狩
野
前
掲
註

(

３)

著
書
第
五
章
第
一
節
、
東
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
。

(

38)

藤
井
律
之

｢

特
進
の
起
源
と
変
遷

列
侯
か
ら
光
禄
大
夫
へ

｣
(『

東
洋
史
研
究』

五
九
―
四
、
二
〇
〇
一
年)

に
よ
る
と
、

特
進
を
付
加
さ
れ
た
者
は
公
位
に
列
せ
ら
れ
た
。

(

39)

上
谷
前
掲
註

(

22)

論
文
。

(

40)

狩
野
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
第
二
節
・
同
第
三
節
・
第
五

章
第
一
節
、
東
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
。

(

41)

前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

42)

前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

43)

狩
野
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
第
三
節
、
渡
邉
前
掲
註

(

３)

著
書
Ａ
第
二
篇
第
六
章
、
東
前
掲
註

(

３)

著
書
第
四
章
。

(

44)

前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

45)
｢

十
一
月
壬
戌
、
詔
曰
、｢

…
…
中
元
元
年
詔
書
、｢

五
經
章
句

煩
多
、
議
欲
減
省｣

。
至
永�
元
年
、
長
水
校
尉

(

樊)�
奏
言
、

｢

先
帝
大
業
、
當
以
時
施
行｣

。
欲
使�
儒
共
正
經
義
、
頗
令
學�
得

以
自
助
。
…
…｣

。
於
是
下
太
常
。
將
・
大
夫
・
博
士
・
議�
・�

官
及�
生
・�
儒
會
白
虎
觀
、
講
議
五
經
同
異｣

。

(

46)
｢

予
末
小
子
、
奉
承�
業
、
夙
夜�
畏
、
不
敢
荒
寧
。
先
帝
受

命
中
興
、��
五
帝
。�
繼
體
守
文
、
不
知
稼
穡
之
艱�
、
懼
有
廢

失
、
以
堕
先
業
。
公�
・
百
僚
將
何
以
輔�
之
不�｣

。

(

47)

前
掲
註

(

２)

拙
稿
Ｃ
を
参
照
。

(

48)

順
帝
が
帝
位
を
継
承
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
狩
野
前
掲
註

(

３)

著
書
第
五
章
第
一
節
に
詳
し
い
。

(

早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
・
招
聘
研
究
員
、

大
東
文
化
大
学
・
非
常
勤
講
師)


